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今月のトピックス
2026年度診療報酬改定の影響調査

2026年5月14日、中央社会保険医療協議会の診療報酬調査専門組織は、入院・外来医療等の調査・評価
分科会を開催しました。そこで、分科会の検討方針と、2026年・27年度の入院・外来医療等の調査について、調
査スケジュールや調査内容について議論されております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00285.html

診療報酬改定には、答申時に「附帯意見」が出されており、その内容に沿って、専門的な調査および検討を
行うこととされています。

【調査スケジュール（案）】【2026年度】 【2027年度】

今回の診療報酬改定では、新たな地域医療構想に関連して、各都道府県が選定する急
性期拠点機能の病院が具体的にどこになるのかも気になりますが、新設された急性期病院Ａ・
Ｂや急性期総合体制加算1～5の届出状況やその影響も確認しておきたい内容と思われます。

中医協で示された資料から、調査計画（案）を確認しておきましょう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00285.html
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いきいきホスピタル １
「ハンタウイルス」とは？！

先ごろ、クルーズ船での「ハンタウイルス」の集団感染というニュースが飛び込んできました。6年ほど前の「新型コロナ

ウイルス」のクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の感染事例の記憶がよみがえり、恐ろしく思った方も多いと思います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hantavirushps.html

ハンタウイルス肺症候群とは

⚫ オルソハンタウイルス属のウイルスを病原体とする感染症。
⚫ 呼吸不全、循環不全を呈し死亡することがある感染症。
⚫ 北米や中南米で患者発生。
⚫ 日本国内では患者発生の報告はなし。

主な症状

⚫ 潜伏期間は、１週間から７週間程度（通常約２週間）
⚫ 発熱や咳、筋肉痛、嘔吐や下痢を伴う。
⚫ 急速に症状が進行し、呼吸不全、循環不全を呈し死亡することがある。
⚫ 致命率は10%から50%程度。（原因となるウイルスによって異なる）

感染経路
⚫ 主な感染経路は病原体を保有するネズミ等のげっ歯類の排泄物を含む粉じんの

吸入や排泄物で汚染された食品や飲料水の摂取。
⚫ ハンタウイルスのうちアンデスウイルスのみ濃厚接触によるヒト-ヒト感染の報告あり。

検査・治療方法
⚫ 全血、血清、血漿、唾液、鼻咽頭拭い液、組織からのウイルスの分離・同定、ウイ

ルス遺伝子の検出、血清学的検査。
⚫ 特異的な治療法はなく、対症療法が中心。

予防と対策
⚫ 流行地域ではげっ歯類との接触を避け、糞や尿で汚染された粉じんを吸わないよ

う、環境を清潔に保ち、食品は蓋などをして適切に保管。
⚫ 国内で承認されたワクチンはなし。

感染症法に基づく医師の届出
⚫ 全ての医師の方は、対象の感染症の診断を行った際に、直ちに届出様式により最

寄りの保健所に届け出る。
⚫ また、原則として全例にウイルス遺伝子検査の実施を求める。

クルーズ船での経緯

2026年5月2日
南大西洋上を航行中のクルーズ船におけるハンタウイル
ス感染症の発生がWHOに報告された。

2026年5月4日
時点

ハンタウイルス感染症の症例7例(確定例2例、疑い例5
例)が報告され、うち3例が死亡している。確認されている
症例は当該クルーズ船関連に限定されている。

「ハンタウイルス」の日本国内での患者発生報告はない、ということですが、どのような感染症で、

私たちはどのように気を付けたらいいのでしょうか。厚生労働省から発信されている資料を整理して

お伝えしたいと思います。
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算定 à la carte

外来・在宅ベースアップ評価料について

2026年度の診療報酬改定で、「ベースアップ評価料」は、医療機関の賃上げを、“推奨”から“制度的に必須化”へ

進めた改定となりました。今回の特徴の1つが、“継続して賃上げしている医療機関”を優遇する仕組みです。2026年

3月31日時点で届出済であり、継続的賃上げを実施していれば、通常点数より高い点数が算定可能になります。

また、医療機関全体の人材確保対策を強める観点から、今までは看護職や医療技術職など「主として医療に従事

する職員」が中心でしたが、改定後は、事務職員や一部の勤務医（40歳未満等）、その他職員まで対象が広がりま

した。

更に、「1日につき」 という文言が、点数表から削除されたことは、実務上かなり大きな変更です。今までは、「同一日に

複数回受診しても、算定は1回」 から、「同日複数科受診でも複数回算定可能」となりました。

令和８年度診療報酬改定について 【医科全体版】 2026.3.6

疑義 回答

問４

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）・（Ⅱ）
及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料
（Ⅰ）・（Ⅱ）について「１日につき」という文
言が令和８年度診療報酬改定で削除された
が、その趣旨如何。

同一の保険医療機関内において同一日に他の傷病につ
いて、新たに別の診療科を初診として受診した場合並び
に再診料の「注３」及び外来診療料の「注５」に規定す
る同一保険医療機関において、同一日に他の傷病で別
の診療科を再診として受診した場合の２つ目の診療科に
ついても、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）・（Ⅱ）
及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）・（Ⅱ）
を算定可能とする趣旨である。

疑義解釈（その２）（2026.４.１）

従来 改定後

（同日1科目）
内科 再診→ベースアップ評価料〇

（同日1科目）
内科 再診→ベースアップ評価料〇

（同日2科目）
整形外科 再診→ベースアップ評価料×

（同日2科目）
整形外科 再診→ベースアップ評価料〇

従来 改定後

（同日1科目）
内科 再診→ベースアップ評価料×

（同日1科目）
内科 再診→ベースアップ評価料〇

（同日2科目）
産婦人科 初診→ベースアップ評価料〇

（同日2科目）
産婦人科 初診→ベースアップ評価料〇

【例1】

【例2】
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